
訪問リハビリテーション 及び 介護予防訪問リハビリテーション料金表 

実際は 合計単位数に 10.66 円(地域加算 4 級地)をかけて算出しますので請求金額が多少異なる場合もございます 

 

１．訪問リハビリテーション費 （308 単位） 

提供時間 1 割負担額 2 割負担額 3 割負担額 

20 分あたり 328 円 657 円 984 円 

40 分あたり 657 円 1,313 円 1,970 円 

60 分あたり 984 円 1,970 円 2,955 円 

 

 

介護予防訪問リハビリテーション費 （298 単位） 

提供時間 1 割負担額 2 割負担額 3 割負担額 

20 分あたり 318 円 635 円 953 円 

40 分あたり 635 円 1,271 円 1,906 円 

60 分あたり 953 円 1,906 円 2,859 円 

 

 

 

２．リハビリテーションマネジメント加算 ：介護予防を除く  ※1 月あたり 

項 目 1 割負担額 2 割負担額 3 割負担額 

（イ）(180 単位) 
＊定期的に計画を見直し リハビリテーション

サービスを提供する 
192 円 384 円 576 円 

（ロ）(213 単位) 

＊定期的に計画を見直し リハビリテーション

サービスを提供する 

＊厚生労働省に計画書等の情報を提出する 

227 円 454 円 681 円 

事業所医師の 

計画書説明(270単位) 

 

＊事業所医師から訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝに関する

計画の説明を定期的に行う 

※上記(イ)(ロ)のいずれかに加える 

288 円 576 円 863 円 

 

 

 

３．サービス提供体制強化加算Ⅰ （6 単位） ：介護予防を含む 

提供時間 1 割負担額 2 割負担額 3 割負担額 

20 分あたり 7 円 13 円 20 円 

40 分あたり 13 円 20 円 39 円 

60 分あたり 20 円 39 円 58 円 

※厚生労働省が定める基準（訪問リハビリテーションを提供する理学療法士等のうち 勤続 7 年以上の者

がいること）に適合しているものとして届出を行った事業所が訪問リハビリを行った際に加算されます。 

 

 

 



４．短期集中リハビリテーション実施加算 (200 単位） ：介護予防を含む 

 1 割負担額 2 割負担額 3 割負担額 

1 日あたり 214 円 427 円 640 円 

※退院(退所)日又は 認定日から週２日以上訪問した場合に算定。退院(退所)日から ３カ月以内が算定

期間。 

 

 

５．認知症短期集中リハビリテーション実施加算 (240 単位） ：介護予防を除く 

 1 割負担額 2 割負担額 3 割負担額 

1 日あたり 256 円 512 円 768 円 

※退院(退所)日又は 訪問開始日から週２日以上訪問した場合に算定。退院(退所)日から ３カ月以内が

算定期間。 

 

 

６．退院時共同指導加算 (600 単位)：介護予防を含む 

 1 割負担額 2 割負担額 3 割負担額 

1 回あたり 640 円 1,279 円 1,919 円 

※病院又は診療所から退院するにあたり、訪問リハビリ事業所の職員が退院前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽに出席したあと、

初回の訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを行った場合に算定（1 度の入退院に対して 1 回）。 

 

 

 

 

◆介護保険給付外費用 

１．交通費 ： 当苑からの片道直線距離にて計算 

１Km 未満 100 円 ／１日 
1 日あたりの交通費×訪問回数 

１ｋｍ以上 1ｋｍ毎に 100 円ずつ加算／1 日 

※コインパーキングを利用した際の費用は別途請求させて頂きます。 

 

２．その他の費用 

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ実施に必要な居宅の水道/ｶﾞｽ/電気/電話等の費用は、利用者負担となります 

 

３．キャンセル料 ： 重要事項説明書 第３項に記載 


